
 

議事録 

会

議

名 
刈谷知立環境組合中期計画ビジョン 第６回策定委員会 

日 時 
令和８年１月８日（木） 

午後２時００分から午後２時３５分 

場 所 刈谷知立環境組合 管理棟２階 会議室 

出 
席 
者 

委 員 中期計画ビジョン策定委員会委員 １０名出席（代理出席者３名含む）／１０名 

事務局（業務課） 業務課長はじめ７名出席 

その他関係者 １名出席 

議                    事 
１ 議  題 

（１）パブリックコメントの結果報告について 

  事務局、資料により説明。 

 

（２）中期計画ビジョンの案（概要版の案を含む）について 

  事務局、資料により説明。 

【 委  員 】 本編及び概要版のタイトル名の「（案）」をいつ削除するのか。 

【 事 務 局 】 令和８年３月１６日（月）の組合議会にて報告させていただいてから削除する。 

【 委 員 長 】 それまでであれば、誤植の修正程度であれば、可能か。 

【 事 務 局 】 修正できる。 

【 委  員 】 Ｐ４０、４１の刈谷市一般廃棄物処理基本計画、第３次知立市一般廃棄物処理基本計画 

について、組合市内のごみが搬入されるにあたり、目標内容が少しずつ異なることに違和

感がある。この違いについてはどう理解すればよいか。目標年度も令和８年度と令和１７

年度で間隔があいていることもどうなのか。 

【 委  員 】 ごみ処理計画は、概ね１０年～１５年の期間で策定するよう法に記されており、策定開 

始年から１０年、１５年後に計画を策定し直し、その時々で計画を見直す。そのため、組 

合市間で内容や目標年度にずれが生じてしまうところは、ご理解いただきたい。 

【 委 員 長 】 数日前、愛知県の環境審議会があり、２年後に愛知県廃棄物処理計画を策定し直す話が 

あった。その会議では最近の大型災害廃棄物や有害危険物をきちんと処理できるのか等の 

意見が多数あった。例えば、住民らが仮置き場を計画にはない場所に勝手に設置すること 

もあり、実際に災害が起これば計画にないことも柔軟に対応せざる負えないこともあろう。 

組合市の目標年度や目標内容が異なる部分があっても、ごみ処理計画ビジョンを組合市と 

連携を図りながら策定することで不測の事態にも対応できるように、組合は考えており、 

根幹の業務を担うことになろうかと思う。 

 ごみ処理関係については近隣市町と連携または広域化することで取り組んでおり、戦略 

的に対応できるという観点から、本中期計画ビジョンを策定することは、意義がある。 

 

２ その他 

 事務局より今後のスケジュールについて、説明。 

 

午後２時３５分閉会 

 


